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市街化調整区域に係る開発許可基準の二部改正について (通知)

このことについて、開発許可基準を別添のとおり制定 (令和7年 7月 1日施行)

しましたので通知します。    | |

開発基準改正概要     I
・都市計画法第 34条第 14号 (一部改正)

改正基準:提案基準8 線引日前から宅士也である土地における開発行為の寡扱い
|   :      につヤⅢて  |
改正概要 :現行の提案基準8を廃止しヽ 包括承認基準 12と して新規に制定する

もの。※基準上の要件は変更しないb

改正基準

改正概要

包括承認基準3 大規模な流通業務施設の取扱いについて
1。 す般貨物自動車運送事業の用に供する施設及び倉庫業の用に供す

る倉庫を口■敷地内において複合用途での立地を認めるもの

2.首都圏中央連絡自動車道八接続するつくば西スヤエトIC周辺を
指定路線化するもの
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